
　次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。

１　競争に付する事項

２　競争参加資格
　(1)　予算決算及び会計令第７０条及び７１条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため
　　に必要な同意書を得ているものは、同第７０条の特別に理由のある場合に該当する。
　(2)　防衛省競争参加資格（令和４・５・６年度の全省庁統一資格）の有資格者で「役務の提供等」の「D」等級以上に格付けされた者であること。
　　　ただし、防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を申請中の場合は、申請中の旨を証明できる者であること。
　(3)　格付けされている防衛省競争参加資格（令和４・５・６年度の全省庁統一資格）の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（防衛
　　　庁訓令第108号　平成18年12月26日）第18条第4項に該当する者
　(4)　契約担当官等（他省庁含む）から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
　(5)　現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契
　　約を行おうとする者でないこと。
　(6)　「会社更生法(平成１４年法律第１５４号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(平成１１年法律第２２５号)」による再生手続開始を申立てられ
　　ていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全て提出した者を除く。
　　　①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可)
　　　②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類（コピー可）
　　　③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届
　(7)　都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。

３　契約条項を示す場所
　　防衛省情報本部総務部会計課（東京都新宿区市谷本村町５－１）

４　入札説明会場及び日時
　　実施しない。

５　入札会場及び日時
  (1)  入　札　会　場：市ヶ谷駐屯地　E2棟5階　情報公開室

６　入札の無効
　　本公告第２項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。

７　契約書作成の可否
　(1)　契約金額が１５０万円を超える時は情報本部が定める契約書を、５０万円を超える時は同請書を作成する。
　(2)　適用する契約条項

８　保証金に関する事項
　　入札保証金・契約保証金免除（ただし、落札者が契約を結ばないときは、見積金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。）

９　その他
　(1)  支出負担行為担当官への提出書類
　　ア　入札開始までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
　　イ　  代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。 
　(2)　落札者の決定方法
　　ア　  予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、且つ、
　　　  有効な入札を行った者を落札者とする。
　　イ　　落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
　　　  があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者
　  　　であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額（税抜き価格）を入札書に記載すること。
　(3) 下請負
　　　 現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認められ
　　 る場合には、この限りでない。
　(４)　入札要領
 　　　 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（http://www.geps.go.jp/）を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
　　　ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札について入札時間までに入札会場へ
　　　到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。
　(5)　その他
　　ア　　消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。
    イ　  参考資料の提出（入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。）     
   　　      

10　本公告に関する照会先
　 　東京都新宿区市谷本村町５番１号　　　　防衛省情報本部会計課　　担当：大西（おおにし）
 　　ＴＥＬ　０３－３２６８－３１１１（内線　３１７５２）　　ＦＡＸ　０３－５２２５－９６４１　

　　 参考資料の提出期限：令和6年5月9日（木）12時00分 

  (2)  入　札　日　時：令和6年6月5日（水）　10時00分

　暴力団排除に関する特約条項
　談合等の不正行為に関する特約条項

　役務請負契約条項

　部分払いに関する特約条項

履行期限 履行場所 備考

情報本部（喜界島） 税抜
※９(２)イ項による

要求番号

2024-0409-15
契約締結日～

令和7年3月31日
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仕様書のとおり
（DIH-LZ-24014)

式 1通信所草刈役務

　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　総務部長 　野 口  泰 志

防衛省情本契第62号

令和6年4月15日

公　　　　　告

　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　防 衛 省 情 報 本 部



 

 

調達要求番号：２０２４－０４０９－１５ 

情 報 本 部 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

 

 

品  名 

又は 

件  名 

 

 

 

通信所草刈役務 

 

ＤＩＨ－ＬＺ－２４０１４ 

大 臣 

承 認 
令和  年  月  日 

作 成 令和 ６年 ４月 ９日 

改 正 
令和  年  月  日 

令和  年  月  日 

作 成 情報本部喜界島通信所 

1. 総則 

1.1 適用範囲 この仕様書は，情報本部喜界島通信所草刈役務について適用する。 

1.2 数量 通信所草刈（外柵）4,254.5㎡ ，斜面草刈 3,869.0㎡ 草刈り，集草，運搬（所内指定場所） 

2. 本役務に関する要求  

2.1 本役務は，情報本部喜界島通信所の草刈りを目的とする。 

a) 刈高は３ｃｍ以内とする。 

b) 本作業に使用する草刈機は，契約相手方の器材を使用するものとし，同器材に係る油脂類も同様とする。 

c) 作業時期，日程等については，官側と調整するものとする。 

d) 各地区ごとの施工前，施工状況，施工後の写真撮影を行うものとする。 

2.2 役務対象品目及び数量等 別紙第１～２「面積積算表」及び別紙第３「通信所草刈場所」に基づき，

年度内において４回実施するものとする。 

3．品質保証 

3.1 監督・検査 契約相手方は，本役務の監督及び検査について，支出負担行為担当官の定める監督及び

検査実施要領により，監督及び検査を受けるものとする。 

4. その他の指示 

4.1 提出書類 提出書類は表１に示す提出書類を提出し，官側の確認と指導を得るものとする。 

表１ 提出書類 

番号 書 類 名 部数 提 出 時 期 媒体 提 出 先 備  考 

１ 役務写真 １ 契約終了後速やかに 紙 喜界島通信所 工程前後 

２ 作業日誌 １ 契約終了後速やかに 紙 喜界島通信所 作業人員名 

4.2 情報の保全等  情報の保全等は次のとおりとする。 

a) 契約相手方は，役務履行上，直接又は間接的に知り得た事項について関係以外に漏らしてはならな 

い。 

b) 役務従事者は，日本国籍を有し，日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを 

主張した団体等，その他を結成し又は加入し若しくは協力してはならない。 



 

 

4.3 官側の支援  契約相手方は現地における官側の支援を必要とする場合には，官側と調整し，無償 

で官側の支援を受けることができる。 

ａ）現地における官側が保有する電話，電力，水等の使用 

ｂ）現地における本役務の履行に必要な，官有器材及び施設の利用 

ｃ）現地における本役務の履行に必要な，データ及び資料等の提示 

ｄ）その他，支出負担行為担当官が必要と認めた事項 

4.4  仕様書の疑義 この仕様書に疑義を生じた場合には，速やかに支出負担行為担当官と協議するもの 

とする。 

4.5  添付書類  喜界島通信所位置図・案内図・配置図 

 



別紙第１

喜界島通信所

番　号 幅 備　考
1 760.00 ｍ 1ｍ 760.00 ㎡ １号立入通路
2 742.20 ｍ 0.5ｍ 371.10 ㎡ ２号立入通路
3 528.00 ｍ 0.5ｍ 264.00 ㎡ ３号立入通路
4 30.70 ｍ １ｍ 30.70 ㎡ 正門付近
5 35.00 ｍ １ｍ 35.00 ㎡ 敷地東側
6 26.30 ｍ １ｍ 26.30 ㎡ 敷地東側
7 142.00 ｍ １ｍ 142.00 ㎡ 敷地東側
8 77.40 ｍ １ｍ 77.40 ㎡ 敷地東側
9 19.80 ｍ １ｍ 19.80 ㎡ 敷地東側階段
10 7.00 ｍ １ｍ 7.00 ㎡ 敷地東側階段付近
11 315.83 ｍ １ｍ 315.83 ㎡ 敷地東側
12 113.60 ｍ １ｍ 113.60 ㎡ 敷地南東側
13 262.40 ｍ １ｍ 262.40 ㎡ 敷地南側
14 67.50 ｍ １ｍ 67.50 ㎡ 副門付近
15 83.80 ｍ １ｍ 83.80 ㎡ 敷地西側
16 128.00 ｍ １ｍ 128.00 ㎡ 敷地西側
17 86.50 ｍ １ｍ 86.50 ㎡ 敷地西側
18 36.60 ｍ １ｍ 36.60 ㎡ 敷地西側
19 222.70 ｍ １ｍ 222.70 ㎡ 敷地西側
20 15.00 ｍ １ｍ 15.00 ㎡ 敷地西側
21 173.00 ｍ １ｍ 173.00 ㎡ 敷地西側
22 144.70 ｍ １ｍ 144.70 ㎡ 敷地北西側
23 180.00 ｍ １ｍ 180.00 ㎡ 敷地北側
24 67.17 ｍ １ｍ 67.17 ㎡ 敷地北側
25 20.00 ｍ １ｍ 20.00 ㎡ 敷地北側
26 63.00 ｍ １ｍ 63.00 ㎡ 敷地北側
27 52.00 ｍ １ｍ 52.00 ㎡ 敷地北側
28 27.60 ｍ 0.5ｍ 13.80 ㎡ 管理地区境界
29 157.30 ｍ 0.5ｍ 78.65 ㎡ 管理地区境界
30 169.70 ｍ 0.5ｍ 84.85 ㎡ 管理地区境界
31 47.60 ｍ １ｍ 47.60 ㎡ 管理地区境界
32 237.50 ｍ １ｍ 237.50 ㎡ 敷地北側

ﾌｪﾝｽ延長 5,039.90 ｍ 4,227.50 ㎡

番　号 幅 備　考
Ａ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地東側
Ｂ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地東側
Ｃ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地南側
Ｄ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 南門付近
Ｅ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地西側
Ｆ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地西側
Ｇ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地西側
Ｈ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地北側
Ｉ 1.50 ｍ 2ｍ 3.00 ㎡ 敷地北側

門扉延長 13.50 ｍ 27.00 ㎡

4,254.50 ㎡

通信所草刈(外柵)面積積算表

延　　長 面　積

延　　長 面　積

外柵草刈役務面積



別紙第２

喜界島通信所

番　号 延　　長 両側 幅(m) 面　積 備　考
1 199.00 ｍ 1 1.5 298.50 ㎡ 敷地中央側
2 65.00 ｍ 1 1.5 97.50 ㎡ 敷地中央側
3 128.00 ｍ 2 1.5 384.00 ㎡ 管理地区
4 122.00 ｍ 2 1.5 366.00 ㎡ 管理地区
5 125.00 ｍ 2 1.5 375.00 ㎡ 敷地東南東側
6 133.00 ｍ 2 1.5 399.00 ㎡ 敷地南側
7 149.00 ｍ 2 1.5 447.00 ㎡ 敷地南側
8 19.00 ｍ 1 1.5 28.50 ㎡ 敷地南側
9 98.00 ｍ 1 1.0 98.00 ㎡ 敷地南側
10 18.00 ｍ 1 1.5 27.00 ㎡ 敷地南側
11 44.00 ｍ 1 1.5 66.00 ㎡ 敷地西側
12 105.00 ｍ 2 1.5 315.00 ㎡ 敷地西側
13 43.00 ｍ 1 1.5 64.50 ㎡ 管理地区
14 72.00 ｍ 2 1.5 216.00 ㎡ 管理地区
15 229.00 ｍ 2 1.5 687.00 ㎡ 敷地西側

ﾌｪﾝｽ延長 1,549.00 ｍ 3,869.00 ㎡

3,869.00 ㎡

斜面草刈面積積算表

斜面草刈役務面積



別紙第３

通　信　所　草　刈　場　所

外柵北側

１号立入通路

外柵東側

外柵南側

外柵西側

３号立入通路

２号立入通路

外柵管理

地区境界

斜面西側

斜面中央
斜面南側

斜面管理

地区境界



Ｎ．Ｓ．喜界島案内図

２０ ｋｍ４

喜界空港

荒木漁港

合同庁舎

志戸桶港

喜界島通信所

喜界町

浦原港手久津久港

早町漁港

花良治港

Ｎ．Ｓ．

喜界島奄美市

Ｎ

案　　内　　図

鹿児島県大島郡喜界町

種子島

徳之島

鹿児島

屋久島

沖縄本島

奄美大島

通信所草刈役務実施場所

図面名称通信所草刈役務役務名称
図示

喜界島通信所位置図・案内図・配置図
図面番号

縮　尺
部 隊 名 喜界島通信所

Ｎ


